
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 訓 令 第 １ 号  

部 内 一 般    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 舎 管 理 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。  

平 成 26年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団    

企 業 長  竹 山  修 身    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 舎 管 理 規 程  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 舎（ 以 下「 公 舎」と い う 。）

の 管 理 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 に お い て 公 舎 と は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 が 借 り 受 け た

建 物 で 、 第 ４ 条 に 規 定 す る 者 の 居 住 の 用 に 供 し 、 又 は 供 す る と 決 定 し

た も の を い う 。  

（ 管 理 事 務 ）  

第 ３ 条  公 舎 の 管 理 に 関 す る 事 務 は 、 経 営 管 理 部 総 務 課 長 が 行 う 。  

（ 入 居 資 格 ）  

第 ４ 条  公 舎 を 使 用 で き る 者 は 、 企 業 長 が 事 業 推 進 上 居 住 の 必 要 が あ る

と 認 め た 者 と す る 。  

（ 入 居 手 続 ）  

第 ５ 条  公 舎 を 使 用 し よ う と す る 者 は 、 公 舎 入 居 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １

号 ） を 企 業 長 に 提 出 し 、 公 舎 入 居 承 認 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 企 業 長

の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） は 、

入 居 後 直 ち に 公 舎 入 居 届 （ 様 式 第 ３ 号 ） 及 び 公 舎 入 居 者 誓 約 書 （ 様 式

第 ４ 号 ） を 企 業 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 使 用 料 ）  

第 ６ 条  公 舎 の 使 用 料 に つ い て は 、 国 家 公 務 員 宿 舎 法 （ 昭 和 24年 法 律 第

117号）に 準 じ て 計 算 し た 額 を 基 準 と し て 企 業 長 が 定 め る 額 と す る 。た

だ し 、 企 業 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め た 場 合 は 、 こ れ を 減 免 す る こ と

が で き る 。  

（ 使 用 料 の 納 入 ）  

第 ７ 条  公 舎 の 毎 月 の 使 用 料 は 、 当 月 末 日 ま で に 納 入 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  使 用 期 間 が １ か 月 に 満 た な い 場 合 の 使 用 料 は 、 １ 月 の 使 用 料 に 、 月

の 途 中 で 入 居 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 入 居 し た 日 か ら 当 該 月 の 末 日

ま で の 間 の 、 月 の 途 中 で 退 去 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 月 の １ 日 か ら

そ の 退 去 の 日 ま で の 間 の 日 数 を 乗 じ 、当 該 月 の 日 数 で 除 し て 得 た 額（ そ

の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 徴 収

す る 。  



（ 使 用 者 の 責 務 ）  

第 ８ 条  使 用 者 は 、 善 良 な 管 理 者 の 注 意 を も っ て 公 舎 を 管 理 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 転 貸 の 禁 止 ）  

第 ９ 条  使 用 者 は 、 公 舎 を 他 人 に 転 貸 し 、 又 は そ の 入 居 の 権 利 を 他 人 に

譲 渡 し て は な ら な い 。  

（ 用 途 変 更 の 禁 止 ）  

第 10条  使 用 者 は 、 公 舎 の 全 部 又 は 一 部 を 公 舎 以 外 の 用 途 に 供 し て は な

ら な い 。  

（ 特 別 承 認 ）  

第 11条  使 用 者 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 企 業 長 の 承 認 を 受

け な け れ ば な ら な い 。  

(1) 同 居 を 承 認 さ れ た 者 以 外 の 者 を 同 居 さ せ よ う と す る と き  

(2) 公 舎 の 模 様 替 え を し 、 又 は 公 舎 に 工 作 を 加 え よ う と す る と き  

（ 費 用 負 担 ）  

第 12条  使 用 者 は 、 共 益 費 、 電 気 料 、 ガ ス 料 、 水 道 料 、 電 話 料 そ の 他 使

用 者 が 負 担 す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 経 費 を 負 担 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 企 業 長 が 必 要 と 認 め た と き は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 大 阪

広 域 水 道 企 業 団 に お い て 負 担 す る こ と が で き る 。  

（ 賠 償 ）  

第 13条  使 用 者 は 、 自 己 の 責 に 帰 す べ き 理 由 に よ り 、 公 舎 又 は そ の 附 属

物 を 滅 失 し 、 毀 損 し 、 又 は 汚 損 し た 場 合 は 、 速 や か に そ の 実 情 を 経 営

管 理 部 総 務 課 長 に 報 告 す る と と も に 、 こ れ を 原 状 に 回 復 し 、 又 は こ れ

に 要 す る 費 用 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 企 業 長 が や む を 得

な い と 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 使 用 許 可 の 取 消 ）  

第 14条  使 用 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 公 舎 の 使 用 許 可 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

 (1) 使 用 料 を 指 定 の 日 ま で に 納 付 し な い と き  

 (2) こ の 規 程 又 は 公 舎 の 管 理 に 関 す る 必 要 な 指 示 に 違 反 し た と き  

２  前 項 の 規 定 に よ り 取 消 し を 受 け た 者 は 、 企 業 長 が 指 定 す る 日 ま で に

公 舎 を 退 去 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 退 去 ）  

第 15条  使 用 者 は 、転 勤、転 職 等 に よ り そ の 公 舎 に 居 住 す る 理 由 を 欠 き 、

企 業 長 が 公 舎 の 明 渡 し を 要 求 し た 時 に は 、 企 業 長 が 指 定 す る 日 ま で に

公 舎 を 退 去 し な け れ ば な ら な い 。  

第 16条  企 業 長 が 退 去 を 指 定 す る 日 ま で に 公 舎 を 退 去 し な い 場 合 は 、 そ

の 翌 日 か ら 明 け 渡 し た 日 ま で の 期 間 に 応 ず る 賠 償 金 を 支 払 わ な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 賠 償 金 の 額 は 、 企 業 長 が 別 に 定 め

る 。  



（ 明 渡 し に 伴 う 原 状 回 復 義 務 ）  

第 17条  使 用 者 は 、 公 舎 を 明 け 渡 す と き は 、 原 状 に 回 復 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 企 業 長 の 承 認 を 受 け た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 退 去 手 続 ）  

第 18条  使 用 者 は 、 退 去 と 同 時 に 公 舎 退 去 届 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 企 業 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 損 害 賠 償 請 求 ）  

第 19条  使 用 者 は 、 公 舎 の 明 渡 し に お い て 、 い か な る 名 目 が あ っ て も 損

害 賠 償 の 請 求 を す る こ と が で き な い 。  

（ 委 任 ）  

第 20条  この規 程 に定 めるもののほか、公 舎 の管 理 に関 し必 要 な事 項 は、

経 営 管 理 部 総 務 課 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  



様 式 第 １ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

公 舎 入 居 承 認 申 請 書  

 

 

平 成  年  月  日  

 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長  様  

 

 

所   属           

 

職 ・ 氏 名         印  

 

下 記 の と お り 公 舎 に 入 居 し た い の で 、 承 認 い た だ き ま す よ う 申 請 し ま

す 。  

 

記  

 

１  現 住 所  

 

２  同 居 予 定 者  

同 居 者  続 柄  備 考  

   

   ※ 申 請 者 本 人 を 含 め て 記 入 す る こ と 。  

 



様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

 

公 舎 入 居 承 認 書  

 

 

所   属           

 

職 ・ 氏 名           

 

 

公 舎 の 入 居 に つ い て 、 下 記 の と お り 承 認 す る 。  

 

平 成  年  月  日  

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長  印  

 

記  

 

１  公 舎 の 名 称  

 

２  公 舎 の 所 在 地  

 

３  入 居 期 間  

 

４  使 用 料  

 

５  同 居 者  

同 居 者  続 柄  備 考  

   

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

 

公 舎 入 居 届  

 

 

平 成  年  月  日  

 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長  様  

 

 

所   属           

 

職 ・ 氏 名         印  

 

 

 

平 成  年  月  日 に 下 記 の 公 舎 へ 入 居 し ま し た の で 、 お 届 け し ま す 。  

 

 

記  

 

１  公 舎 の 名 称  

 

 

２  公 舎 の 所 在 地  

 



様 式 第 ４ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

 

公 舎 入 居 者 誓 約 書  

 

 

平 成  年  月  日  

 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長  様  

 

 

所   属           

 

職 ・ 氏 名         印  

 

 

 下 記 の 公 舎 へ の 入 居 に 際 し て 入 居 期 間 中 は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 公 舎

管 理 規 程 に 定 め る 事 項 を 厳 守 し 、 破 損 、 汚 損 等 の な い よ う 注 意 す る と と

も に 、 入 居 者 の 負 担 義 務 に つ い て は 忠 実 に 履 行 す る こ と を 誓 約 し ま す 。  

 

記  

 

１  公 舎 の 名 称  

 

 

２  公 舎 の 所 在 地  



様 式 第 ５ 号 （ 第 18 条 関 係 ）  

 

 

公 舎 退 去 届  

 

 

平 成  年  月  日  

 

 

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長  様  

 

 

所   属           

 

職 ・ 氏 名         印  

 

 

 

平 成  年  月  日 に 下 記 の 公 舎 を 退 去 し ま し た の で 、 お 届 け し ま す 。  

 

 

記  

 

１  公 舎 の 名 称  

 

 

２  公 舎 の 所 在 地  

 


